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宮城学院女子大学では、文部科学省の示した『研究機関における公的研究

費の管理・監査のガイドライン』及び『研究活動における不正行為への対

応等に関するガイドライン』に対応するための組織体制を整備しています。 

 
 
責任体系 
本学の不正防止責任体系は次のとおりです。 

 

公的研究費の執行状況をモニタリングするため内部監査室による内部監査を定期的に実施しています。 

なお、『研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン』で設置が求められている「研究倫

理教育責任者」は、不正防止委員会委員長を充てています。 
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不正防止に対する基本的指針 
【研究活動】 

本学では、大学として責任を持って不正行為が起こりにくい環境を整備するため、研究活動における

不正行為の防止に対する基本的指針を次のとおり定めています。 

①研究活動における不正行為に対応するための責任者を明確にし責任者の役割や責任の範囲を定める。 

②通報者を含む関係者の秘密保持の徹底や通報後の具体的な手続を明確にする。 

③ねつ造・改ざん・盗用（以下，これら 3 つを「特定不正行為」という。）の疑惑が生じた事案につい

て本調査の実施の決定その他の報告を当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に行う。 

④特定不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内容（項目等）を定める。 

⑤研究倫理教育に関する責任者の設置を始めとした必要な体制整備を図り，広く研究活動に関わる者

を対象に定期的に研究倫理教育を実施する。 

 

【研究費】 

本学では、公的研究費の不正使用防止に対する基本的指針を次のとおり定めています。 

①公的研究費の運営・管理に関わる者の責任と権限の体系を明確化し，本学内外に公表する。 

②不正を誘発する要因を除去し，十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るよう不正防止計画

を策定し，積極的な不正防止対策に取り組む。 

③不正防止計画を踏まえ，適正な予算執行を行う体制を整備する。 

④ルールに関する理解を本学内の関係者に浸透させ，本学内外からの情報が適切に伝達される体制を

構築する。 

⑤不正の発生の可能性を最小にすることを目指し，本学全体の視点から実効性のあるモニタリング体

制を整備する。 
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不正防止計画 
【研究活動】 

本学の研究活動における不正行為の防止計画は、基本指針に基づき次のとおりとします。 

１ 不正行為を抑止する環境整備 

（１）研究倫理教育の実施による研究者倫理の向上に努める 

 ○「研究倫理教育責任者」を設置し、不正防止に向けた体制整備を図り、広く研究活動に 

  関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する 

 ○学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、教育研究上の目的及び専攻分野の 

  特性に応じて、学生に対する研究倫理教育の実施を推進する 

（２）研究機関における一定期間の研究データの保存・開示 

 ○研究者に対して一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを義務付ける 

  規程を整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと 

２ 研究活動における特定不正行為への対応 

（１）特定不正行為に対する規程・体制を整備し、内外に公表する 

（２）特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規程等を次の点を中心に適切に 

    整備し、これを公表する 

 

【研究費】 

本学の公的研究費の不正防止計画は、次のとおりです。 
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行動規範・研究者倫理 

本学では、教職員としての行動規範および研究者倫理について以下のとおり定めています。 

①教職員は、生命および個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。 

②教職員は、国際的に認められた規範、規約、条約、国内の法令等、ならびに本学の諸規程を遵守し

なければならない。 

③研究者は、良心と信念に従い、自らの責任で研究を遂行しなければならない。 

④研究者は、外部資金等を含む研究費を適正に使用し、研究活動において捏造、改竄、盗用等、不正

な行為を行ってはならない。 

⑤職員は、外部資金等を含む研究費の使用を適正に管理し、また、不正使用を防ぐ環境の整備につと

めなければならない。 

 

 

窓口 
【相談窓口】 

本学では、公的研究費に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関し、明確かつ統一的な運用を図る

ための相談窓口を教育研究支援グループに設置しています。 

 ＜相談窓口：宮城学院女子大学 庶務課＞ 

  【連絡先】 

  住所：〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘 9-1-1 

   本館 2 階 庶務課 

  電話：022-279-4698 直通（内線 223） Fax：022-279-7566 

   メールアドレス：syomu@mgu.ac.jp 

 

【通報窓口】 

本学では、研究活動及び研究費の不正に関する通報窓口を内部監査室に設置しています。 

 ＜通報窓口：内部監査室＞ 

  住所：〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘 9-1-1 

   本館 3 階 内部監査室（内部監査室長） 

  電話：022-277-6253 直通（内線 206） 

 

 

取引業者の皆様へ 
公的研究費の不正使用の事案が後を絶たない中、2014 年 2 月 18 日付で「研究機関における公的研究

費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」が改正され、不正な取引に関与しない旨等を定めた誓約書

の提出を取引業者から求めることとされました。つきましては、本学においても、「誓約書」の提出をお

願いすることといたしますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、本学では、研究費の不正使用を始めとした不正取引に関わった業者に対し、取引停止等の措置

を実施しております。不正調査にあたっては関係する帳簿等の提出を求める場合がありますので、ご協

力よろしくお願いいたします。 

mailto:syomu@mgu.ac.jp

